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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当行は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」の各原則の趣旨を踏まえ、
体制の強化を図っており、お客さま、地域社会、株主の皆さま、従業員をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼をより確かなものとす
るため、高いコンプライアンス意識のもと、透明性が高く、公正かつ効率的で健全な経営の実践に努めております。

　また、２０１８年度より２０２０年度までを計画期間とする第１８次中期経営計画「α　ＡＣＴＩＯＮ　ＰＬＡＮ　２０２１」において、コーポレート・ガバナン
スとリスク管理態勢の一層の強化を掲げており、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当行は、コードの各原則を全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1－4】（政策保有株式）

＜政策保有に関する方針＞

　政策保有株式については、取引先および当行グループの企業価値の維持・向上に資すると判断される場合や、地域の開発、振興に寄与し発展
に貢献するなどの場合において、保有しております。政策保有株式は、適切なリスク管理・収益管理態勢のもと定期的に検証し、保有の適切性が
認められない場合は、取引先企業と十分な対話を経た上で、縮減を進めてまいります。

＜保有適否の検証＞

　個別の政策保有株式について、毎年、取締役会にて、保有の目的の適正性、経済合理性等を精査し保有の適否を確認しております。なお、上
場株式にかかる経済合理性については、取引先企業毎に貸出金利息等を含めた便益から、資本コストを控除し算出した指標を用いております。

＜議決権の行使基準＞　

　取引先および当行グループの持続的成長や中長期的な企業価値の向上の観点を踏まえ、総合的に賛否を判断いたします。

【原則1－7】（関連当事者間の取引）

　当行は、当行と当行取締役との取引が、当行や株主の利益を害することのないよう、取締役会規定において、取締役の競業取引及び当行と取
締役との重要な取引については、あらかじめ取締役会の承認を得ることを定めております。

　また、当該取引の完了後遅滞なく、取締役会は実施結果の報告を受け、実施状況を監視しております。

【原則2－6】（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

　当行は、京葉銀行企業年金基金（以下、基金）を通じて、以下の通り企業年金の積立金の運用を行っております。

・基金がアセットオーナーとしての機能を発揮できるよう、基金の事務局に、資産運用に関する適切な資質をもった人材を配置しております。

・人事・財務・リスク管理・市場運用などの業務に精通した者などを構成員とする「資産運用委員会」を設置し、運用の基本方針や管理状況その

他重要事項について審議するなど、加入者・受給者の安定的な資産形成と年金財政の適正な運営を実現するための体制を構築しております。

・基金の運用は、資産運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいており、その内容については、受益者の利益の最大化および利益相反
取引の適切な管理を目的に、代議員会へ報告を行っております。

【原則3－1】（情報開示の充実）

（１）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当行は、地域金融機関として、地域の発展に寄与・貢献していく高い公共性と社会的責任を有しているほか、地域の活性化を通じたお客さまとの
共存・共栄は普遍的な使命であると認識しており、目指す銀行像に、「お客さまに信頼と利便性、高い満足度を提供する魅力のある、活力あふれ
る銀行」を掲げております。

　また、その実現のために全役職員が遵守すべき行動規範を定め、すべてのステークホルダーからの揺るぎない信頼の確立に努めております。

　上記の理念に基づき策定された第１８次中期経営計画「α　ＡＣＴＩＯＮ　ＰＬＡＮ　２０２１～さらなる飛躍～」においては、「お客さまに寄り添った営
業の実践」、「オムニチャネルの構築」、「全従業員が活躍するプロフェッショナル集団への変革」、「ローコストオペレーションと利益拡大」の４つを

当行の戦略として位置づけ、持続的成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでおります。

　なお、中期経営計画の内容はホームページに掲載しております。

　https://www.keiyobank.co.jp/ir/about/strategy.html

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書「1.基本的な考え方」に記載しておりますので、ご参照ください。



（３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

＜報酬の決定に関する方針＞

・当行の取締役（社外取締役を除く）の報酬は、固定報酬、業績連動報酬（役員賞与）及び株式報酬型ストック・オプションで構成しております。な
お、社外取締役に対する報酬は、独立性を確保するため、固定報酬のみとしております。

・取締役に対する報酬は、役職位ごとの職責や役割に応じた固定報酬及び各事業年度の業績等を勘案した業績連動報酬（役員賞与）を支給する
こととしております。現在の固定報酬及び業績連動報酬（役員賞与）の金額は、２０１１年６月２９日付株主総会決議により、合わせて年額４億８０
百万円以内（定款上の取締役員数１５名以内）としております。また、中長期に継続した業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲を高めること
を目的として、株式報酬型ストック・オプションを導入しております。現在の株式報酬型ストック・オプションの報酬額は、２０１１年６月２９日付株主総
会決議により、上記の固定報酬及び業績連動報酬（役員賞与）の金額とは別枠で、年額1億２０百万円以内（定款上の取締役員数１５名以内）とし
ております。

・監査役に対する報酬は、独立性を確保するためすべて固定報酬としております。現在の固定報酬の金額は、２０１１年６月２９日付株主総会決議
により、年額１億円以内（定款上の監査役員数５名以内）としております。

＜報酬額の決定手続＞

・取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬等諮問委員会を設置しており、取締役及び監査役の報酬限度額や各
取締役の報酬に関する協議を行っております。同委員会における協議ののち、取締役及び監査役の報酬限度額については株主総会において、
各取締役の報酬については取締役会において、監査役の報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとしております。

・業績連動報酬は、株主重視の経営意識を高めるため各事業年度の経営活動を反映する当期純利益を参考指標とし、指名報酬等諮問委員会の
協議を経て、取締役会にて支給額を決定しております。

（４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

＜選解任と指名に関する方針＞

・代表取締役については、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的信用を備え、銀行を代
表し、職務職責を適切に果たすことができる人物を指名しております。

・代表取締役に不正や重大な法令違反があった場合、解職することがあります。

・社内取締役候補者については、銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的信用を有する人
物を指名しております。

・社外取締役候補者については、豊富な知識と経験を有し、当行の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に資する人物を指名しておりま
す。

・監査役候補者については、銀行の取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験と十分な社会的
信用を有する人物を指名しております。

　

＜選解任と指名に関する手続＞

　取締役会の諮問機関として、指名報酬等諮問委員会を設置しております。

・代表取締役の選定・解職については、指名報酬等諮問委員会の協議を経て、取締役会において、決定いたします。

・取締役候補者については、指名報酬等諮問委員会の協議を経て、取締役会に推薦し、取締役会において選任いたします。

・監査役候補者については、指名報酬等諮問委員会の協議を経て、監査役会に推薦し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会において選任い
たします。

　

（５）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明

　　取締役・監査役候補の選任理由は、「株主総会招集ご通知」の添付書類「株主総会参考書類」において開示しておりますので、ホームページを
ご参照ください。

　　https://www.keiyobank.co.jp/ir/investors/library/pdf/114_shoushu.pdf

【補充原則4－1－1】（経営陣に対する委任の範囲）

　取締役会は、法令で定める事項に加え、取締役会規定において、決議事項の範囲を定め、中期経営計画の策定など業務執行に関し特に重要
な事項について決定しております。

　また、取締役会決議事項以外の業務執行については、取締役等への権限委譲事項を「職務権限規定」により明確化するとともに、取締役会の下
位機関として「経営会議」を設置し、取締役会からの権限委譲事項について、協議・決定しております。

【原則4－9】（独立社外取締役の独立性判断基準及び資質）

＜独立性判断基準＞

　当行における社外取締役又は社外監査役は、現在又は最近（注1）において、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。

　（１）当行を主要な取引先（注２）とする者、それらの者が法人である場合、当該法人、その親会社、又は、その重要な子会社の業務執行者。

　（２）当行の主要な取引先（注３）である者、それらの者が法人である場合、当該法人、その親会社、又は、その重要な子会社の業務執行者。

　（３）当行から役員報酬以外に、過去３年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門

　　　　家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）。

　（４）当行の主要株主（注４）、又はその業務執行者。

　（５）次に掲げる者（重要（注５）でない者を除く）の近親者（注６）。

　　　　１．上記（１）から（４）までに該当する者。

　　　　２．当行及びその子会社の取締役、監査役及び重要な使用人等。

　（注１）実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定され

　　　　　た時点において該当していた場合等を含む。

　（注２）当行より、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の２％以上の支払がある先。

　（注３）当行に対し、当行の直近事業年度の連結業務粗利益の２％以上の支払のある先。

　（注４）総議決権の１０％以上を所有する株主。

　（注５）業務執行者については会社・取引先の役員を、会計事務所や法律事務所等に所属する者については、公認会計士や弁護士などを指す。

　（注６）二親等内の親族。

【補充原則4－11－1】（取締役会全体のバランス、多様性及び規模に関する考え方）

　取締役会の機能が最も効果的かつ効率的に発揮され、活性化を図る観点から、取締役会は、定款で定める範囲内で適切な人数の取締役を選
任しております。

　現在、取締役会は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスと多様性に配慮し、当行の業務に精通した社内取締役６名と豊富な知見
と経験を有する社外取締役４名で構成されており、社外取締役のうち１名は女性が務めております。



【補充原則4－11－2】（取締役・監査役の兼任状況）

　取締役・監査役の重要な兼任状況は、「株主総会招集ご通知」の添付書類「事業報告」において開示しておりますので、ホームページをご参照く
ださい。

　　https://www.keiyobank.co.jp/ir/investors/library/pdf/114_shoushu.pdf

【補充原則4－11－3】（取締役会全体の実効性についての分析・評価、その結果の概要）

　取締役会全体の実効性に関するアンケート調査を各取締役、監査役に対して行い、その結果ならびに意見等をとりまとめ、２０２０年５月の取締
役会において、２０１９年度の取締役会全体の実効性の分析・評価をいたしました。その結果、当行の取締役会は引き続き適切に運営され、実効
性は十分に確保されていることを確認いたしました。

　なお、当行では、取締役会における議案説明時に議長より主要な論点を補足することで効果的な議論形成に繋げているほか、適時・適切な議案
選定や効果的な資料作成などを通じて、議論の活性化に向けた取締役会運営の改善に継続して取り組んでおります。

上記の取り組みに加え、２０２０年度は新たに女性社外取締役を招聘し、取締役１０名のうち社外取締役を４名とするほか、財務・会計の専門家を
社外監査役に招聘するなど、多様な価値観や視点を有し、知識・経験をバランス良く備えた取締役会構成となるよう努めてまいります。

　また、取締役会運営において、特に社外役員に対し、当行及び金融業界を取り巻く環境とその変化への理解を深める機会を提供すること、並び
に、持続可能なビジネスモデルや経営戦略など、中長期的な経営課題に審議時間を確保することを通じて、取締役会全体の議論をより深度ある
ものとすべく、更なる改善を図ってまいります。

【補充原則4－14－2】（取締役・監査役のトレーニング方針）

　当行は、取締役及び監査役が期待される役割や責務を適切に果たせるよう、就任時及び就任後も継続的に、必要な情報の提供を行うほか、外
部機関による研修等も含め、知識を十分に取得する機会を斡旋し、その必要費用について支援を行います。

　また、新たに就任した社外取締役や社外監査役に対し、当行の事業内容などに関する知識、情報を取得する機会も提供します。

【原則5－1】（株主との建設的な対話に関する方針）

　（１）株主との建設的な対話

　　　株主との対話（面談）にあたっては、合理的な範囲で、取締役等が対応することとし、経営企画部担当役員が対話全般について統括してお

　　　ります。

　（２）建設的な対話を促進するための体制

　　　株主との対話の窓口は、ＩＲの担当部署である経営企画部とし、経営企画部が営業部門やリスク管理部門と連携し、適切な情報開示を行っ

　　　ております。

　（３）株主との対話の手段の充実

　　　株主との対話の手段を充実させるため、ＩＲサイトやディスクロージャー誌、ＩＲ説明会等により、分かりやすい情報開示に努めております。

　（４）対話における意見のフィードバック

　　　対話において把握された株主の意見等については、適宜、取締役等に報告しております。

　（５）インサイダー情報の管理

　　　株主との対話にあたっては、インサイダー取引の未然防止ルールを定めるなど、インサイダー情報の重要性を十分認識し、厳格な管理を

　　　行っております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7,862,100 6.02

株式会社千葉銀行 6,106,623 4.67

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 4,278,564 3.27

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,091,900 3.13

三井住友海上火災保険株式会社 3,759,000 2.87

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 3,679,900 2.81

京葉銀行職員持株会 3,647,041 2.79

住友生命保険相互会社 3,561,000 2.72

千葉県民共済生活協同組合 3,100,000 2.37

明治安田生命保険相互会社 2,969,537 2.27

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 銀行業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

齋藤　康 学者 ○ △

秋山　勝貞 他の会社の出身者 ○

内村　廣志 他の会社の出身者 ○

戸部　知子 その他 ○ △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

齋藤　康 ○

齋藤康氏と当行との間に預金取引があり
ますが、通常の銀行取引であります。

同氏が病院事業管理者を務めておられた
千葉市と当行の間には預金及び融資取
引があり、同氏が学長を務めておられた
国立大学法人千葉大学へ研究支援目的
で寄付を行っておりますが、２０１９年度の
取引金額は、いずれも、当該取引先連結
売上高の１％未満、当行連結業務粗利益
の１％未満です。

大学教授として長年培ってきた豊富な知識と学
校経営の経験を、当行の経営に活かしていた
だくため選任しております。

また、当行が定める「社外役員の独立性判断
基準」を充足していることから、当該役員につい
ては一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いと判断され、独立役員に指定しております。



秋山　勝貞 ○

秋山勝貞氏と当行との間に預金取引があ
りますが、通常の銀行取引であります。

同氏が常務理事を務めておられた一般社
団法人第二地方銀行協会と当行との間に
は、会費等の支払いがありますが、２０１９
年度における同協会への支払金額は、同
協会経常収益の１％未満です。

日本銀行の発券局長、政策委員会室長等の職
務を通じて培ってきた金融全般における豊富な
知識・経験を、当行の経営に活かしていただく
ため選任しております。

また、当行が定める「社外役員の独立性判断
基準」を充足していることから、当該役員につい
ては一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いと判断され、独立役員に指定しております。

内村　廣志 ○

内村廣志氏と当行との間に預金取引があ
りますが、通常の銀行取引であります。

同氏が副会長・専務理事を務めておられ
た一般社団法人第二地方銀行協会と当
行との間には、会費等の支払いがありま
すが、２０１９年度における同協会への支
払金額は、同協会経常収益の１％未満で
す。

大蔵省に入省され、東海、近畿、関東の各財務
局長等の職務を通じて培ってきた金融全般に
おける豊富な知識・経験を、当行の経営に活か
していただくため選任しております。

また、当行が定める「社外役員の独立性判断
基準」を充足していることから、当該役員につい
ては一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いと判断され、独立役員に指定しております。

戸部　知子 ○

戸部知子氏と当行との間に預金取引があ
りますが、通常の銀行取引であります。

同氏が労働委員会事務局長等を務めて
おられた千葉県と当行との間には、預金
及び融資取引がありますが、２０１９年度
の取引金額は、当該取引先連結売上高
の１％未満、当行連結業務粗利益の１％
未満です。また、千葉県支部事務局長を
務めておられた日本赤十字社と当行との
間には、預金及び融資取引があり、当行
から同社へ寄付を行っていますが、２０１９
年度の取引金額は、当該取引先経常収
益の１％未満、当行連結業務粗利益の
１％未満です。

千葉県および日本赤十字社における職務を通
じて培ってきた幅広い知識・経験を、当行の経
営に活かしていただくため選任しております。

また、当行が定める「社外役員の独立性判断
基準」を充足していることから、当該役員につい
ては一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いと判断され、独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬等諮問委
員会

5 0 1 4 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬等諮問委
員会

5 0 1 4 0 0
社内取
締役

補足説明

　指名報酬等諮問委員会は、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っており、取締役・監査役の選任・解任に関する事項、代表取締役の選
定・解職に関する事項、取締役・監査役の報酬限度額に関する事項、各取締役の報酬に関する事項、その他経営上重要な事項で委員長が必要
と認めた事項について審議し、取締役会に報告しております。

　委員は、過半数を独立社外取締役が占めるものとし、現在は取締役頭取（熊谷　俊行）と独立社外取締役４名（齊藤　康、秋山　勝貞、内村　廣
志、戸部　知子）によって構成されています。また、委員長は互選により選定しています。

　２０１９年度については４回開催いたしました。なお、出席率は熊谷　俊行、齊藤　康、内村　廣志が１００％、秋山　勝貞が７５％となっておりま
す。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況



　監査役は、業務の執行状況について、諸法令や行内規定等の適合性に関する監査を実施しております。　会計監査人であるＥＹ新日本有限責
任監査法人と、監査の実施状況等について、随時意見や情報の交換を行っており、監査の適切性と実効性を高めております。また、監査部による
監査役説明会や監査実施状況報告が定期的に実施されているほか、監査部との保有情報の共有や意見交換が常時行われており、内部統制シ
ステムの有効性と適切性を高めております。内部監査、監査役監査、会計監査の各監査は相互に連携し、内部統制部門に対する監査を適宜実
施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

小野　功 他の会社の出身者 ○

花田　力 他の会社の出身者 ○

岩原　淳一 公認会計士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小野　功 ○

小野功氏と当行との間に預金取引があり
ますが、通常の銀行取引であります。

同氏が取締役を務めていた株式会社日立
製作所と当行との間には、預金及び融資
取引があり、同社へは当行からシステム
関連の支払いがあります。また、取締役会
長を務めていた株式会社日立ソリューショ
ンズと当行との間には、預金取引があり、
同社へは当行からシステム関連の支払い
がありますが、２０１９年度の取引金額は、
いずれも、当該取引先連結売上高の１％
未満、当行連結業務粗利益の１％未満で
す。

企業経営及び金融関係におけるＩＴの専門知識
と経験を活かし、有益な意見を述べていただく
とともに、外部の視点から当行の経営を監視し
ていただくため選任しております。

また、当行が定める「社外役員の独立性判断
基準」を充足していることから、当該役員につい
ては一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いと判断され、独立役員に指定しております。

花田　力 ○

花田力氏と当行との間に預金取引があり
ますが、通常の銀行取引であります。

同氏が代表取締役会長を務めていた京成
電鉄株式会社と当行との間には、預金及
び融資取引がありますが、２０１９年度の
取引金額は、当該取引先連結売上高の
１％未満、当行連結業務粗利益の１％未
満です。

企業経営を通じ培った幅広い知識と豊富な業
務経験を活かし、有益な意見を述べていただく
とともに、外部の視点から当行の経営を監視し
ていただくため選任しております。

また、当行が定める「社外役員の独立性判断
基準」を充足していることから、当該役員につい
ては一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いと判断され、独立役員に指定しております。



岩原　淳一 ○

岩原淳一氏と当行との間に預金取引があ
りますが、通常の銀行取引であります。

同氏がコンプライアンス室長等を務めてお
られた新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新
日本有限責任監査法人）へは当行から会
計監査報酬等の支払いがありますが、２０
１９年度の取引金額は、当該法人収入の
１％未満です。

公認会計士として長年培ってきた財務及び会
計に関する幅広い知識と豊富な業務経験を活
かし、有益な意見を述べていただくとともに、外
部の視点から当行の経営を監視していただくた
め選任しております。

また、当行が定める「社外役員の独立性判断
基準」を充足していることから、当該役員につい
ては一般株主と利益相反が生じるおそれがな
いと判断され、独立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

　当行では、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　当行では、取締役（社外取締役を除く）の業績向上及び企業価値向上への意欲を高め、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株主重視の
経営意識を高めるために株式報酬型ストック・オプション制度を導入しております。

　また、業績連動報酬制度についても導入しております。業績連動報酬は、株主重視の経営意識を高めるため、各事業年度の経営活動を反映す
る当期純利益を参考指標としております。なお、２０１９年度における当期純利益（単体）の目標は１０７億円、実績は５５億円であり、業績連動報酬
とそれ以外の報酬の支給割合は、概ね２０対８０となっています。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、その他

該当項目に関する補足説明

　当行は、株主重視の経営意識を高めるため、取締役（社外取締役を除く）及び執行役員に対し株式１当たりの行使価格を１円とするストックオプ
ションを割り当てすることとしております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　２０１９年度の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下の通りとなっております。

・取締役（社外取締役を除く）については員数７名、報酬等総額２３４百万円（うち固定報酬１３６百万円、業績連動報酬４５百万円、ストック・オプ
ション５２百万円）

・監査役（社外監査役を除く）については員数２名、報酬等総額は、固定報酬のみで４４百万円

・社外役員については員数６名、報酬等の総額は、固定報酬のみで２６百万円

※上記員数は、退任済役員を含んでおります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の報酬につきましては、本報告書の「Ⅰ　【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】原則３－１（３）」に記載しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役の職務遂行をサポートするため、取締役会議案の事前説明や各種情報提供を適時行う体制としております。

　社外監査役を含む監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役補助者を配置しております。また、監査役会において常勤監査役の活動結
果や重要な事業活動の状況について報告を行うほか、取締役会議案についても、事前に説明を行っております。



【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

綿貫　弘一 相談役

経済団体活動、

社会貢献活動等

（経営非関与）

非常勤、報酬有 2011/6/29
委嘱期間上限内
規あり

小島　信夫 相談役

経済団体活動、

社会貢献活動等

（経営非関与）

非常勤、報酬有 2018/6/27
委嘱期間上限内
規あり

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 2 名

その他の事項

相談役は経営の意思決定には関与しておらず、経営陣による定例報告等も実施しておりません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当行は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要な課題と認識し、取締役会及び監査役会を設置し、取締役の職務について厳正な監視を
行う体制としております。

　取締役会は、独立性の高い社外取締役４名を含む１０名で構成され、定款の定めにより取締役頭取である熊谷　俊行が議長となっております。
定時の他、必要に応じて開催し重要事項の決定ならびに業務の執行状況について報告を行っております。２０１９年度については、１２回開催いた
しました。

　なお、各社外役員の出席状況は、下記のとおりです。

　・社外取締役２名（齋藤　康、内村　廣志）及び社外監査役全員（小野　功、重田　雅行、花田　力）が出席率１００％（出席数１２回／開催数１２
回）

　・社外取締役１名（秋山　勝貞）が出席率９１．６％（出席数１１回／開催数１２回）

　また、取締役会が効率的に行われることを補佐するため、取締役会の下位機関として経営会議を設置し、取締役会付議事項の協議や行内規定
に定めた重要事項の決定を行うとともに、経営と業務執行の役割分担を明確化し、取締役と執行役員がそれぞれ責任をもって業務を行う体制を
確立しています。

　監査役会は、社外監査役３名を含む５名で構成され、互選により常勤監査役である髙橋　弘一が議長となっております。常勤監査役は、経営会
議の他、各種委員会等に出席し、経営課題に対するプロセスと結果について客観的評価に基づいた的確な助言を行っております。また、社外監
査役は、経営陣から独立した中立的な立場で取締役会に出席することにより、経営監視の実効性を高めております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当行は、監査役制度を採用しております。監査役５名のうち過半数となる３名が社外監査役であり、監査の透明性及び実効性が確保され、経営
監視機能が十分に発揮されているものと判断しております。また、取締役会の的確かつ迅速な意思決定と監督機能の強化を目的として、全体の３
分の１以上となる４名の社外取締役を選任し、ガバナンス体制の高度化を図っております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 総会日（６月２５日）の２２日前（６月３日）に発送いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定 第１１４期定時株主総会：２０２０年６月２５日開催。

電磁的方法による議決権の行使 電磁的方法による議決権行使を実施しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用しており
ます。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知（要約）の英文での提供を行っております。

その他
事業報告の主要事項については、大型スクリーンを使用し、表やグラフなどをビジュアル
化し、株主の皆さまに分かり易い説明を行っております。また、ホームページには株主総
会招集通知（英訳を作成）を掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーに該当する社内規定は作成しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向けの会社説明会及び支店ＩＲセミナーを開催しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向け決算説明会を開催しております。また、アナリスト、
機関投資家との個別ミーティングを行い、決算状況や経営方針等について説
明を行っております。なお、２０２０年度については、新型コロナウイルス感染防
止のため、説明会の開催は行わず、説明資料を当行ホームページへ掲示して
おります。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、ディスクロージャー誌、有価証券報告書、アナリスト・機関投資家向
け決算説明会資料等を掲載しております。
（https://www.keiyobank.co.jp/ir/investors/library/ir_meeting.html）

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

全役職員が遵守すべき当行の行動規範を定め、事業活動を通じて地域経済社会の発展
に寄与するとともに、株主をはじめ広く社会とのコミュニケーションを図り、経営情報を積極
的かつ公正に、適時適切に開示すること等を明記しています。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境保全・CSR活動への取り組みの一環として、「エコプロジェクト」を実施しております。お
客さまが税金等各種料金払込「Pay－easy(ペイジー）」で料金を納付した場合、当行が千葉
県の環境保全を目的とする基金等に対して寄付を実施いたします。

安全・安心な道路環境をつくっていこうと考える千葉市が推進する「ちばし道路サポート制
度」に参加して、千葉みなと本部周辺の清掃を行っております。

ホームヘルパー助成基金の運営、献血の実施、当行役職員の募金による寄付、若手演奏
家の育成と芸術文化の振興を目的とした「若い芽のαコンサート」への協賛等を行っており
ます。

その他、芸術や文化を発信する場として、千葉みなと本部や本店でのショーウインドーギャ
ラリー等を通して様々な分野の作品を紹介しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ホームページやディスクロージャー誌等を活用して、適時・適切な情報開示に努めてまいり
ます。

その他

当行では多様な人財がそれぞれの能力を最大限に発揮できる環境整備を目指しておりま
す。中でも女性の活躍は人財戦略の重要なテーマと位置づけ、女性行員の「キャリア開発
支援」と「就業継続支援」を積極的に推進しています。

「働き方改革推進チーム」を設置しており、「育児休業制度・復職前研修制度・育児短時間
勤務制度」など仕事と育児の両立を支援する制度を拡充するほか、女性管理職向けのメン
ター制度を導入するなど、女性の登用に向けた計画的な人財育成に取り組んでおります。
また、女性の登用に関する数値目標を掲げており、今後も多様な人財の活躍に向けた取り
組みをさらに推し進めてまいります。

なお、詳細はホームページに掲載しております。

https://www.keiyobank.co.jp/ir/work_life/index.html

【女性登用の目標】

指導的地位（係長以上の役付行員）に占める女性の割合

２０２０年度２５％（２０１９年度実績２３．７％　２９０名）



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．内部統制システムの整備状況

当行では、適正かつ効率的な対応が図れるよう、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）を取締役会において決議し、以下の８項
目の体制を整備しております。

（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ａ．当行は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、「行動規範」を明文化するとともに、「コンプライアンス規定」を制定し、役
職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備する。また、当行の企業倫理を実践するため、全役職員が日常
生活・業務行動におけるコンプライアンスの手引書を指針として活用し、コンプライアンス体制の実効性の向上に努める。

ｂ．代表取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会」、並びに代表取締役を担当役員とするコンプライアンス統括部署を設置し、コンプライアン
ス体制を整備する。

ｃ．コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画である「コンプライアンス・プログラム」は、年度毎に策定し、取締役会の承認を得て、そ
の実施状況について、取締役会に定期的に報告を行う。

ｄ．役職員の法令等に違反する行為を早期に発見・是正することを目的として、内部通報制度である「コンプライアンス・ホットライン規定」を制定
し、適切な運用を図る。

ｅ．市民社会及び企業活動の安全や秩序に脅威を与える、反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で対応し、関係を遮断する。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ａ．取締役の職務の執行に係る情報については、行内規定に則り、適切な保存及び管理を行う。

ｂ．取締役会議事録及び稟議書等の重要な文書等を適切かつ確実に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

（３）損失の危険の管理に関する規定その他の体制

ａ．「リスク管理基本規定」をはじめとする各種リスク管理規定を整備し、リスク管理の方針や管理方法を定める。

ｂ．各種リスク毎の管理担当部署及び当行全体のリスク管理統括部署を明確にする等、リスク管理体制を整備する。

ｃ．内部監査部門は、リスク管理態勢の適切性について、独立した立場から監査を行う。

ｄ．大規模災害等のリスク発生時の対応等を、「緊急時対策規定」及び各種マニュアルに定め、必要に応じて訓練を実施する。

ｅ．取締役会は、定期的にリスク管理に関する報告を受け、必要な決定を行う。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ａ．取締役会は経営計画のほか、事業年度毎に業務方針を定め、企業として達成すべき目標を明確にし、業務運営及び業績管理を行う。

ｂ．迅速な意思決定と、慎重な審議を行うため、取締役等で構成する「経営会議」を設置する。

ｃ．執行役員制度を設け、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行の迅速化・効率化を図る。

ｄ．各部門の担当職務及びその権限を明確にするため、「業務分掌規定」等を制定し、取締役の職務執行の効率性確保に努める。

（５）当行並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ａ．当行並びにその子会社から成る企業集団（以下「京葉銀行グループ」という）における業務の適正を確保するため、「関係会社管理規定」を制
定するとともに、子会社各社（以下「グループ各社」という）に対し、必要に応じて、取締役及び監査役を派遣する。

ｂ．グループ各社から当行へ適時・適切に協議・報告を行う体制を整備し、一体的な経営管理を行う。

ｃ．当行からグループ各社へ必要な指導・助言を行う体制を整備し、京葉銀行グループが効率的な業務運営を確保できる体制を構築する。

ｄ．グループ各社のコンプライアンス及びリスク管理等の体制構築につき指導・監督を行うとともに、当行の内部監査部門がグループ各社への内
部監査を実施し、京葉銀行グループ全体として、業務の適正が確保されるよう努める。

ｅ．「財務報告に係る内部統制規定」を制定し、京葉銀行グループにおける財務報告に係る内部統制について必要な体制を整備・運用する。

（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びに当該使用人の取締役からの独立
性に関する事項

ａ．監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役室に監査役補助者を配置するとともに、監査役補助者に対する監査役の指示の実効性を確
保する。

ｂ．監査役の職務を補助すべき使用人の任命及び人事異動等雇用条件に関する事項については、監査役会の意見を聴取し、これを尊重する。

（７）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

ａ．取締役及び使用人は当行またはグループ各社において著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、直ちに監査役に報告する。

ｂ．グループ各社の取締役、監査役及び使用人、または、これらの者から報告を受けた者は、当行またはグループ各社において著しい損害を及ぼ
すおそれのある事項について、直ちに監査役に報告する。

ｃ．監査役は必要に応じて、取締役及び使用人、並びにグループ各社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができる。

ｄ．監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行わない。

（８）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ａ．監査役は、代表取締役及び内部監査部門、会計監査人等と定期的な会合をもち、意見交換を行う。

ｂ．監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。

ｃ．監査役が職務の執行について生ずる費用についてあらかじめ予算を設けるとともに、監査役よりその職務の遂行上必要な費用の請求を受け
たときは、速やかにこれを支払う。

２．リスク管理体制

当行では、リスク管理基本規定をはじめとするリスク管理規定体系を整備し、リスク管理の方針や管理の方法を明確にしています。具体的には、
融資・市場・事務・システム等部門毎にリスク管理部署を定め、その特性に応じた適切なリスク管理を行うとともに、リスク管理部リスク管理グルー
プが、リスク管理統括部署として各リスクを統合的に管理し、リスクの把握及びコントロールを行っております。リスクを管理・協議するための組織と
しては、リスク管理委員会とALM委員会を設置しております。リスク管理委員会は、当行のリスク全般に関する事項について状況の把握と改善策
の検討を行い、各種リスクに対する認識の統一とリスク管理を重視する企業風土の醸成を図るとともに、リスク管理態勢全般の整備・構築を行うこ
とを目的としております。一方ALM委員会は、資産・負債の総合管理について検討し、リスクを極小化して収益を極大化すべく、経営意思決定のた
めの報告・提言を行うことを目的としております。



３．コンプライアンス体制

リスク管理部担当役員をコンプライアンス担当役員とし、リスク管理部コンプライアンス統括グループをコンプライアンス統括部署として明確に定
め、定期的に本部関係部署によるコンプライアンス委員会でコンプライアンス全般について協議するとともに、全営業店及び本部各グループに法
令遵守担当者を配置し、職場での啓蒙やコンプライアンス研修等を行っております。また、銀行員としての行動規範や法令遵守ガイダンス、融資
取組時の規範等を盛り込んだコンプライアンスファイルを制定し、日常業務等における指針・手引として活用し意識の徹底を図る等、コンプライアン
ス態勢の強化に努めております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方（基本方針）

　反社会的勢力排除に向けた基本方針として「市民社会及び企業活動の安全や秩序に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とし
た態度で対応し、関係を遮断する」旨を定めております。

（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況

　総務部総務グループを統括部署とし、反社会的勢力に関する情報を一元管理するとともに、反社会的勢力対策責任者として本部・営業店に「不
当要求防止責任者」を配置、その対応並びに外部専門機関との密接な連携を図る体制を整備し、コンプライアンスファイルの「反社会的勢力に関
する対応マニュアル」に記載し、本部研修や職場内勉強会を実施する等全役職員に周知徹底しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当行では、日々の株式売買状況について異常な取引がないか監視するとともに、証券会社等との連絡体制を整えております。なお、銀行株式の
取得には、金融商品取引法等に加え、銀行法による規制も受けるため、銀行の議決権を一定割合以上取得しようとする場合には、銀行業務の適
切かつ健全な運営を損なわない等、監督官庁の定めた基準を充たす必要があります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示に係る社内体制

（1）当行では、経営企画部が適時開示に関する業務を所管しており、各部署および子会社が保有する財務情報やその他の適時開示に関する経
営情報を管理し、開示内容や方法等について検討した上で、適時開示規則等に従い公正かつ適時適切な開示を行う体制となっております。

（2）決定事実に関する情報および決算に関する情報については、取締役会での決定後、速やかに情報開示を行っております。

（3）発生事実に関する情報については、情報取得後、所管部署と経営企画部において開示の要否の検討および取締役会等における経営層への
報告を実施し、速やかに情報開示を行っております。
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